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令和２年７月２日  
市議会議員 坂澤博光 

 
令和２年３月議会閉会から各務原市議会６月定例会までに審議された、新型コロナウイ

ルス感染対策並びに６月定例会の概要について報告します。 
 

１ 令和２年度一般会計補正予算 
  中国発・新型コロナウイルスの感染が拡大し、緊急事態宣言は解除されました。 
  しかし、新型コロナウイルスの感染は継続しており、感染防止をした「新しい生活様

式」が求められています。 
  感染拡大防止策は、市民の生活や個人事業・産業などに大きな打撃を与え、本市は、

国や県と一丸となって各種支援策を講じてきました。 
 緊急事態宣言下において各種支援策をタイムリーに進めるために、 
・専決処分（４月２４日：約１億４,８００万円、５月１日：約１億４,３００万円） 
・臨時議会（５月１９日：専決処分の承認と約４億２,７００万円の補正予算の議決） 
・６月定例会で約８億４,９００万円の補正予算が議決されました。 

  ６月定例会では、コロナウイルス対策の他に児童生徒一人一台の端末を支給する事業、

新鵜沼台通り沿いの過度に成長した樹木の除去、折り畳み式アルミ製やぐらステージの

整備、航空宇宙博物館内のエレベーターの修繕、手力石山地区の急傾斜地崩壊対策整備、

災害時における避難所の感染症対策を強化する資器材の整備などの予算が成立しました。 
 
２ 新型コロナウイルス対策（各務原市単独事業） 
（１）給付・支援・助成事業などにおける市の事業推進の考え方 

・まず、国、県の支援策を確実に必要とされている方に届けること 
・国や県の支援策の隙間を埋める形での支援、補助 
・市民の皆様に必要と思われる支援、補助 

（２）新型コロナウイルス対策による事業中止に伴う減額の処置 
・体験学習事業や祭り、海外派遣事業などの中止に伴い、見込まれていた歳出減と歳 

入減を差し引き、約１億８,０００万円を財政調整基金に積み立てました。 
（３）４月２４日専決処分におけるコロナ対策事業の主なもの 

・国の雇用調整助成金の不足分を補充するとともに、必要な申請書類の作成等を社会

保険労務士に依頼した場合の経費の一部を支援します。 
（４）５月１日専決処分におけるコロナ対策事業の主なもの 
  ・外出が制限されている児童生徒・未就学児に対し、図書カード（５,０００円）と「お

薦めする一冊」や「絵本リスト」を配布します。 
  ・児童扶養手当を受給している家庭に対し、３万円の特別応援金を支給します。 

 



（５）５月１９日臨時議会におけるコロナ対策事業の主なもの 
  ・家庭における生活時間の長期化を考慮し、上水道の基本料金を４ケ月間免除します。 
  ・国の持続化給付金の対象から外れた、創業間もない事業者に事業継続を支援します。 
  ・事業継続に向けて積極的に取り組む小規模事業者に対し、県の応援補助金に上乗せ

して補助をします。 
（６）６月定例会におけるコロナ対策事業の主なもの 
  ・県からの要請により休業した放課後デイサービス事業所などに対し、児童がサービ

スを利用しなかった日に係る報酬相当額を補助します。 
  ・令和２年度の国民健康保険料を平均５,８００円（昨年比、一人当り）引き下げます。 
 
３ 各常任委員会における参考情報 
（１）伊木の森リニューアルオープン 

令和元年度末に再生整備工事を終え、芝生養生も終了したので、

７月４日（土）からリニューアルオープンします。 
（２）特定空き家に対する行政代執行 

防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている物件を、空

家等対策推進法に従い取り壊し更地にしました。 
（３）デマンド型交通「チョイソコかかみがはら」の実証実験 

「ふれあいタクシー」を運行している鵜沼南エリアにおいて、今年１０月より、電

話予約で運行するデマンド型交通「チョウイソコかかみがはら」の社会実験を開始

します。（参考：「ふれあいタクシー」は時刻表による運行） 
事前に会員登録し、利用時間の最低２０分前までに電話予約すれば、１回４００円

（６５歳以上は半額）でタクシーが利用可能です。「ふれあいタクシー」のように停

留所はあらかじめ決まっており、複数人での乗り合いになります。 
（４）各務原市学校適正規模・適正配置等に関する基本計画の策定 

少子化に伴い小中学校の小規模化が進んでおり、将来的に教育環境への様々な課題

の発生が懸念されています。子供たちが「確かな学力」を身に着け、「生きる力」を

育む教育環境の構築と、教育の質の充実を図ることを目的として、基本計画を策定

しました。 
 
 
 
 
 

連絡先：各務原市那加昭南町 97-1-201  坂澤博光 
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第 29 回市政報告会 
とき：令和２年８月１日（土）１３時３０分から 

ところ：雄飛ケ丘公民館（那加雄飛ケ丘町１２－１５） 
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